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⃞参

憲
法
前
文
・
二
六
、
児
童
の
権
利
条
約
、
児
童
憲
章

⃞資

●
大
日
本
帝
国
憲
法
（
明
二
二
・
二
・
一
一
）＝

資
料

編
所
収

●
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
（
明
二
三
・
一
〇
・
三
〇
）＝

資

料
編
所
収

●
日
本
国
憲
法
（
昭
二
一
・
一
一
・
三
）

●
教
育
基
本
法
（
旧
教
基
法
）（
昭
二
二
・
三
・
三
一
）

＝

資
料
編
所
収

●
教
育
勅
語
等
排
除
に
関
す
る
決
議
（
衆
議
院
昭
二
三
・

六
・
一
九
）、
教
育
勅
語
等
の
失
効
確
認
に
関
す
る
決
議

（
参
議
院
昭
二
三
・
六
・
一
九
）＝

資
料
編
所
収

⃞参

憲
法
前
文
・
一
三
・
一
四
・
一
九
・
二
〇
・
二
一
・
二

三
・
二
六

【
教
育
の
目
的＝

世
界
人
権
宣
言
二
六
②
、

国
際
人
権
Ａ
規
約
一
三
①
、
児
童
の
権
利
条
約
二
九

【
教
育
の
目
標＝

法
二

【
学
校
の
目
的＝
学
校
法
二
二

（
幼
稚
園
）・
二
九
（
小
学
校
）・
四
五
（
中
学
校
）・
四
九

の
二
（
義
務
教
育
学
校
）・
五
〇
（
高
等
学
校
）・
六
三

（
中
等
教
育
学
校
）・
七
二
（
特
別
支
援
学
校
）・
�
三

（
大
学
）・
�
三
の
二
（
専
門
職
短
期
大
学
）
・
九
九
①

（
大
学
院
）・
九
九
②
③
（
専
門
職
大
学
院
）・
一
〇
�

（
短
期
大
学
）・
一
一
五
（
高
等
専
門
学
校
）・
一
二
四

（
専
修
学
校
）

⃞判

●
人
格
の
完
成
と
生
徒
の
思
想
・
信
条
等
の
自
由＝

教

育
の
目
的
が
生
徒
の
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
（
旧
教
基
法

一
条
）、
思
想
、
信
条
に
よ
り
差
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
（
同
法
三
条
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ

ば
、
…
生
徒
の
思
想
、
信
条
の
自
由
は
、
最
大
限
に
保
障

さ
れ
る
べ
き
で
あ
〔
る
〕。
…
ま
た
生
徒
の
言
論
、
表
現

の
自
由
も
し
く
は
こ
れ
に
か
か
る
行
為
も
、
教
育
の
目
的

に
か
ん
が
み
最
大
限
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
東

京
地
判
昭
五
四
・
三
・
二
�

麴
町
中
学
内
申
書
事
件
）

↓
憲
法
一
九
の
⃞判

●
人
格
の
完
成
と
校
長
の
校
則
制
定
権＝

中
学
校
長
は
、

教
育
の
実
現
の
た
め
、
生
徒
を
規
律
す
る
校
則
を
定
め
る

包
括
的
な
権
能
を
有
す
る
が
、
教
育
は
人
格
の
完
成
を
め

ざ
す
（
旧
教
基
法
第
一
条
）
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
校
則

の
中
に
は
、
…
生
徒
の
服
装
等
い
わ
ば
生
徒
の
し
つ
け
に

関
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。（
熊
本
地
判
昭
六
〇
・
一
一

・
一
三

丸
刈
り
校
則
事
件
）

●
新
学
習
指
導
要
領
の
国
旗
条
項
…
は
、
…
入
学
式
、
卒

業
式
は
、
学
校
生
活
に
有
意
義
な
変
化
や
折
り
目
を
つ

け
、
厳
粛
か
つ
清
新
な
雰
囲
気
の
中
で
、
新
し
い
生
活
へ

の
動
機
付
け
を
行
い
、
学
校
、
社
会
、
国
家
な
ど
の
集
団

へ
の
所
属
感
を
深
め
る
上
で
よ
い
機
会
と
な
る
こ
と
を
も

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
義
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
ら
の

式
典
に
お
い
て
、
国
旗
を
掲
揚
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
趣

旨
の
も
と
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
（
…
）、
国
旗
条

項
の
上
記
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
同
条
項
が
、
…
教
育
の
目

的
に
つ
い
て
規
定
し
た
〔
旧
〕
教
基
法
一
条
の
精
神
に
反

す
る
も
の
と
ま
で
は
い
い
難
い
。（
大
津
地
判
平
成
一
三

・
五
・
七

大
津
日
の
丸
事
件
）

⃞資

●
旧
教
基
法
一

●
期
待
さ
れ
る
人
間
像
（
中
教
審
答
申
昭
四
一
・
一
〇
・

三
一
）

3

ブラック版)

〇
教
育
基
本
法

平
成
一
�
・
一
二
・
二
二

法

一

二

〇

我
々
日
本
国
民
は
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
築
い
て

き
た
民
主
的
で
文
化
的
な
国
家
を
更
に
発
展
さ
せ
る
と
と

も
に
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
の
向
上
に
貢
献
す
る

こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
こ
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
、
個
人
の
尊
厳

を
重
ん
じ
、
真
理
と
正
義
を
希
求
し
、
公
共
の
精
神
を
尊

び
、
豊
か
な
人
間
性
と
創
造
性
を
備
え
た
人
間
の
育
成
を

期
す
る
と
と
も
に
、
伝
統
を
継
承
し
、
新
し
い
文
化
の
創

造
を
目
指
す
教
育
を
推
進
す
る
。

こ
こ
に
、
我
々
は
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
の
っ
と

り
、
我
が
国
の
未
来
を
切
り
拓ひら
く
教
育
の
基
本
を
確
立

し
、
そ
の
振
興
を
図
る
た
め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

第
一
章

教
育
の
目
的
及
び
理
念

�教
育
の
目
的
）

第
一
条

教
育
は
、
人
格
の
完
成
を
目
指
し
、
平
和
で
民

主
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
資
質

を
備
え
た
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民
の
育
成
を
期
し
て

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�教
育
の
目
標
）

第
二
条

教
育
は
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
学
問

の
自
由
を
尊
重
し
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す

る
よ
う
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

幅
広
い
知
識
と
教
養
を
身
に
付
け
、
真
理
を
求
め

る
態
度
を
養
い
、
豊
か
な
情
操
と
道
徳
心
を
培
う
と

と
も
に
、
健
や
か
な
身
体
を
養
う
こ
と
。

二

個
人
の
価
値
を
尊
重
し
て
、
そ
の
能
力
を
伸
ば

し
、
創
造
性
を
培
い
、
自
主
及
び
自
律
の
精
神
を
養

う
と
と
も
に
、
職
業
及
び
生
活
と
の
関
連
を
重
視

し
、
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
を
養
う
こ
と
。

三

正
義
と
責
任
、
男
女
の
平
等
、
自
他
の
敬
愛
と
協

力
を
重
ん
ず
る
と
と
も
に
、
公
共
の
精
神
に
基
づ
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の
⃞判

⃞資

●
旧
教
基
法
三
・
五

⃞参

憲
法
二
六
②

⃞１

【
義
務
教
育
・
就
学
義
務＝

世
界
人
権
宣
言
二
六

①
、
国
際
人
権
Ａ
規
約
一
三
②
、
児
童
の
権
利
宣
言
七
、

児
童
の
権
利
条
約
二
�
①
、
学
校
法
一
六
〜
二
一

【
学

齢
児
童
等
使
用
者
と
義
務
教
育＝

学
校
法
二
〇

【
入
所

中
の
児
童
の
就
学
措
置＝

児
童
福
祉
法
四
�

【
少
年
院

に
お
け
る
矯
正
教
育＝

少
年
院
法
二
四
〜
二
九

【
義
務

教
育
の
年
齢
主
義＝

学
校
法
一
七

【
義
務
教
育
の
政
治

的
中
立
性＝

中
立
確
保
法
三

⃞２

【
普
通
教
育＝

憲
法
二
六
②
、
学
校
法
一
六
・
二

一
（
義
務
教
育
）・
二
九
（
小
学
校
）・
四
五
（
中
学

校
）・
四
九
の
二
（
義
務
教
育
学
校
）・
五
〇
（
高
等
学

校
）・
六
三
（
中
等
教
育
学
校
）

⃞４

【
義
務
教
育
の
無
償＝

憲
法
二
六
②
、
世
界
人
権

宣
言
二
六
①
、
国
際
人
権
Ａ
規
約
一
三
②
、
児
童
権
利
宣

言
七
、
児
童
の
権
利
条
約
二
�
①
、
学
校
法
六
、
教
科
書

無
償
措
置
法
、
国
立
大
学
法
人
法
施
規
三
、
独
立
行
政
法

人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
に
関
す
る
省
令

⃞判

●
義
務
教
育
無
償
は
、
国
公
立
義
務
教
育
学
校
の
授
業

料
不
徴
収
の
み
を
意
味
し
、
他
の
教
育
費
の
無
償
は
立
法

政
策
の
問
題
で
あ
る
。（
最
高
判
（
大
法
廷
）
昭
三
九
・

二
・
二
六
）
↓
憲
法
二
六
の
⃞判

●
市
立
養
護
学
校
へ
の
就
学
を
拒
否
さ
れ
た
児
童
に
つ

き
、
市
教
委
が
当
該
児
童
を
同
養
護
学
校
に
就
学
さ
せ
る

べ
き
旨
の
仮
の
指
定
を
行
う
よ
う
命
じ
ら
れ
た
事
例
（
大

阪
地
決
平
成
一
九
・
�
・
一
〇
）
↓
憲
法
二
六
の
⃞判

⃞行

●
公
立
小
中
学
校
越
境
入
学
者
の
取
扱
い＝

地
方
公
共

団
体
は
、
そ
の
区
域
外
に
あ
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

に
対
し
て
、
そ
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
へ
の
就

学
を
許
す
か
否
か
は
、
自
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を

ひ
と
た
び
許
し
た
以
上
、
授
業
料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。（
法
務
府
法
制
意
見
第
一
局
長
回
答
昭
二
六
・

一
〇
・
三
一
法
意
一
発
�
五
）

●
朝
鮮
人
子
弟
の
義
務
教
育
費＝

日
本
国
政
府
か
ら
永
住

を
許
可
さ
れ
た
朝
鮮
人
子
弟
は
、
義
務
教
育
費
（
教
科
書

等
）
無
償
の
対
象
と
な
る
。（
文
部
次
官
通
達
昭
四
〇
・

一
二
・
二
五
）

⃞資

●
旧
教
基
法
四

⃞参

憲
法
二
六

⃞１

【
法
律
に
定
め
る
学
校＝

法
九
①
・
一
四
②
、
学

校
法
一

【
学
校
の
設
置
者＝

学
校
法
二

【
法
律
に
定
め

る
法
人＝

国
立
大
学
法
人
法
二
、
高
専
機
構
法
、
地
方
独

行
法
人
法
六
�
①
、
私
学
法
三
、
私
学
事
業
団
法
、
放
送

大
学
学
園
法

【
個
人
・
団
体
の
教
育
機
関
設
置
の
自
由

＝

国
際
人
権
Ａ
規
約
一
三
④
、
児
童
の
権
利
条
約
二
九
②

⃞資

●
旧
教
基
法
六

⃞参

憲
法
二
三
、
学
校
法
�
三
〜
一
一
三
、
国
立
大
学
法
人

法
、
高
専
機
構
法
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
、
私
学
法
、

放
送
大
学
学
園
法

ブラック版)

第
二
章

教
育
の
実
施
に
関
す
る

基
本

�義
務
教
育
）

第
五
条

国
民
は
、
そ
の
保
護
す
る
子
に
、
別
に
法
律
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義

務
を
負
う
。

２

義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
は
、
各
個
人

の
有
す
る
能
力
を
伸
ば
し
つ
つ
社
会
に
お
い
て
自
立
的

に
生
き
る
基
礎
を
培
い
、
ま
た
、
国
家
及
び
社
会
の
形

成
者
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
な
資
質
を
養
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
義
務
教
育
の
機
会
を
保

障
し
、
そ
の
水
準
を
確
保
す
る
た
め
、
適
切
な
役
割
分

担
及
び
相
互
の
協
力
の
下
、
そ
の
実
施
に
責
任
を
負

う
。

４

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
学
校
に
お
け
る

義
務
教
育
に
つ
い
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
。

�学
校
教
育
）

第
六
条

法
律
に
定
め
る
学
校
は
、
公
の
性
質
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
法
律
に
定

め
る
法
人
の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
学
校
に
お
い
て
は
、
教
育
の
目
標
が
達
成
さ

れ
る
よ
う
、
教
育
を
受
け
る
者
の
心
身
の
発
達
に
応
じ

て
、
体
系
的
な
教
育
が
組
織
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
を
受
け
る
者

が
、
学
校
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
規
律
を
重
ん
ず
る

と
と
も
に
、
自
ら
進
ん
で
学
習
に
取
り
組
む
意
欲
を
高

め
る
こ
と
を
重
視
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�大
学
）

第
七
条

大
学
は
、
学
術
の
中
心
と
し
て
、
高
い
教
養
と

専
門
的
能
力
を
培
う
と
と
も
に
、
深
く
真
理
を
探
究
し

て
新
た
な
知
見
を
創
造
し
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
広
く
社

会
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
発
展
に
寄
与
す

る
も
の
と
す
る
。

２

大
学
に
つ
い
て
は
、
自
主
性
、
自
律
性
そ
の
他
の
大

学
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
の
特
性
が
尊
重
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

77 基本 教育基本法（５―７条)※
紙
面
上
、
２
段
構
成
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
実
物
は
基
本
的
に
３
段
構
成
で
す
。
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改
正

昭
二
三
・
七
・
一
〇
法
一
三
三
、
七
・
一
五
法
一
七

〇

昭
二
四
・
五
・
三
一
法
一
四
�
、
六
・
一
法
一
七

九
、
一
二
・
一
五
法
二
七
〇

昭
二
五
・
四
・
一
九
法

一
〇
三

昭
二
�
・
�
・
五
法
一
六
七
、
�
・
一
五
法

二
一
三

昭
二
九
・
三
・
三
一
法
一
九
、
六
・
三
法
一

五
九

昭
三
二
・
六
・
一
法
一
四
九

昭
三
三
・
四
・

一
〇
法
五
六

昭
三
五
・
三
・
三
一
法
一
六

昭
三
六

・
六
・
一
七
法
一
四
四
、
一
〇
・
三
一
法
一
六
六

昭

三
七
・
九
・
一
五
法
一
六
一

昭
三
九
・
六
・
一
九
法

一
一
〇

昭
四
二
・
五
・
三
一
法
一
�
、
�
・
一
法
一

二
〇

昭
四
四
・
三
・
二
五
法
二

昭
四
五
・
五
・
六

法
四
�
、
六
・
一
法
一
一
一

昭
四
�
・
九
・
二
九
法

一
〇
三

昭
四
九
・
六
・
一
法
七
〇

昭
五
〇
・
七
・

一
一
法
五
九

昭
五
一
・
五
・
二
五
法
二
五

昭
五
三

・
五
・
二
三
法
五
五

昭
五
六
・
六
・
一
一
法
�
〇

昭
五
七
・
七
・
二
三
法
六
九

昭
五
�
・
五
・
二
五
法

五
五
、
一
二
・
二
法
七
�

昭
六
二
・
九
・
一
〇
法
�

�

昭
六
三
・
一
一
・
一
五
法
�
�

平
成
三
・
四
・

二
法
二
三
、
四
・
二
法
二
五
、
五
・
二
一
法
七
九

平

成
五
・
一
一
・
一
二
法
�
九

平
成
六
・
六
・
二
九
法

四
九

平
成
一
〇
・
六
・
一
二
法
一
〇
一
、
九
・
二
�

法
一
一
〇

平
成
一
一
・
五
・
二
�
法
五
五
、
七
・
一

六
法
�
七
、
七
・
一
六
法
一
〇
二
、
一
二
・
�
法
一
五

一
、
一
二
・
二
二
法
一
六
〇

平
成
一
二
・
三
・
三
一

法
一
〇

平
成
一
三
・
七
・
一
一
法
一
〇
五

平
成
一

四
・
五
・
三
一
法
五
五
、
一
一
・
二
九
法
一
一
�
、
一

二
・
一
三
法
一
五
六

平
成
一
五
・
七
・
一
六
法
一
一

七
、
七
・
一
六
法
一
一
九

平
成
一
六
・
五
・
二
一
法

四
九

平
成
一
七
・
七
・
一
五
法
�
三

平
成
一
�
・

六
・
二
一
法
�
〇

平
成
一
九
・
六
・
二
七
法
九
六
、

六
・
二
七
法
九
�

平
成
二
三
・
五
・
二
法
三
七
、
六

・
三
法
六
一

平
成
二
六
・
五
・
三
〇
法
四
二
、
六
・

四
法
五
一
、
六
・
一
三
法
六
九
、
六
・
二
七
法
�
�

平
成
二
七
・
五
・
二
七
法
二
七
、
六
・
二
四
法
四
六
、

六
・
二
六
法
五
〇

平
成
二
�
・
五
・
二
〇
法
四
七

平
成
二
九
・
三
・
三
一
法
五
、
五
・
三
一
法
四
一

平

成
三
〇
・
六
・
一
法
三
九

令
和
元
・
五
・
二
四
法
一

一
、
六
・
一
四
法
三
七
、
六
・
二
六
法
四
四

⃞参

教
基
法
六
①
｜
法
律
に
定
め
る
学
校
）
【
名
称
の
専
用

と
専
修
学
校
・
各
種
学
校＝

法
一
三
五
①
・
一
四
六
｜
罰

則
）

⃞行

●
一
条
学
校
の
名
称
使
用
の
禁
止＝

一
条
学
校
の
名
称

使
用
禁
止
は
、
一
定
の
教
育
ま
た
は
研
究
上
の
設
置
目
的

を
有
し
、
法
令
の
定
め
る
設
置
基
準
等
の
条
件
を
具
備
す

る
一
条
学
校
の
教
育
を
公
認
す
る
と
と
も
に
、
一
条
学
校

以
外
の
教
育
施
設
が
一
条
学
校
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に

よ
り
、
一
般
私
人
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。（
労
働
大
臣

官
房
長
あ
て
文
部
大
臣
官
房
長
通
知
昭
四
〇
・
二
・
二
七

文
総
審
一
�
）

⃞参

⃞１

教
基
法
六
①

【
国
立
大
学
の
設
置＝

国
立
大
学

法
人
法

【
地
方
公
共
団
体
の
学
校
設
置＝

自
治
法
二
①

〜
⑤
、
地
方
教
育
行
政
法
三
〇

【
学
校
法
人
の
学
校
設

置＝

私
学
法
三
・
二
五
〜
五
�

【
本
項
の
特
例＝

法
附

則
六
｜
幼
稚
園
の
設
置
）
【
株
式
会
社
の
学
校
設
置＝

構

造
改
革
特
区
法
一
二

【
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
学
校

設
置＝

構
造
改
革
特
区
法
一
三
）

の
範

ブラック版)

〇
学
校
教
育
法

昭
二
二
・
三
・
三
一

法

二

六

第
一
章

総
則

〔
学
校

囲
〕

第
一
条

こ
の
法
律
で
、
学
校
と
は
、
幼
稚
園
、
小
学

校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教

育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

と
す
る
。

〔
学
校
の
設
置
者
〕

第
二
条

学
校
は
、
国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国

立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校

機
構
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
地
方
公
共
団
体
（
地
方

独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
�
号
）

第
六
十
�
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
（
以

下
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。）
を
含
む
。
次
項
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
私
立
学
校

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に

規
定
す
る
学
校
法
人
（
以
下
「
学
校
法
人
」
と
い
う
。）

の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

こ
の
法
律
で
、
国
立
学
校
と
は
、
国
の
設
置
す
る
学

校
を
、
公
立
学
校
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る

学
校
を
、
私
立
学
校
と
は
、
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学

校
を
い
う
。

〔
学
校
の
設
置
基
準
〕

第
三
条

学
校
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
の
種

類
に
応
じ
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
設
備
、
編
制
そ

の
他
に
関
す
る
設
置
基
準
に
従
い
、
こ
れ
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

87 学校 学校教育法（１―３条)

例：学校教育法より

1
右
行
は
公
布
年
月
日
で
す
。
左
行

は
法
令
番
号
で
す
。
基
本
と
な
る

11
件
の
法
令
に
は
、
制
定
以
降
の

す
べ
て
の
改
正
経
過
が
書
い
て
あ

り
ま
す
。そ
の
ほ
か
の
法
令
で
は
、

本
年
版
に
お
け
る
最
も
新
し
い
改

正
の
み
「
最
終
改
正
」
と
し
て
示

し
て
い
ま
す
。

3【
条
見
出
し
】

こ
の
条
が
何
を
意
図
と
し
て
い
る
も

の
か
が
簡
単
に
わ
か
る
も
の
で
す
。

（
※
法
令
に
固
有
の
見
出
し
が
あ
る
も
の
は

（　

）
で
、
本
書
の
編
集
委
員
が
読
者
の
使

い
や
す
さ
を
は
か
る
た
め
つ
け
た
も
の
は

〔　

〕
で
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
〔　

〕

部
分
は
法
令
の
一
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

4【
参
照
条
文
】

基
本
と
な
る
法
令
11
件
な
ど
に
条
文

の
解
釈
・
運
用
に
役
立
つ
よ
う
に
つ

け
た
も
の
で
す
。

5【
裁
判
例
】

そ
の
条
文
に
関
す
る
裁
判
例
。
複
数

の
裁
判
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
特
に
気
を
つ
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

6
読
者
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
編
集

委
員
が
つ
け
た
解
釈
・
運
用
上
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

7【
通
知
・
行
政
実
例
等
】

文
部
科
学
省
等
が
出
し
た
通
知
・
通

達
や
行
政
実
例
の
う
ち
主
な
も
の
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。
各
法
令
が
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
運
用
さ
れ
て
い
る

か
が
わ
か
り
ま
す
。

8【
資
料
】

そ
の
条
文
に
関
す
る
参
照
・
参
考
資

料
で
す
。

2
基
本
と
な
る
法
令
11
件
に
は
、
よ
り
見
や
す
く
、
使
い

や
す
く
な
る
よ
う
２
色
刷
り
で
参
照
条
文
・
裁
判
例
・

行
政
実
例
な
ど
が
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。
条
文
解
釈
の

手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。
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